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事 業 名 

 

 

障害児の住まいの場のあり方に関する研究 

 

事 業 目 的 

 

家族の養護力が低下する社会状況の中で、社会的養護を必要とする障

害児が増えている。これら児童の生活の場である障害児施設では児童

数の６割以上が、いわゆる大部屋的集団処遇を余儀なくされている。

障害児が子供として安定した生活をおくり、将来地域で自立的に暮ら

す大人として成長するために、障害児の住まいの場はいかにあるべき

か。地域小規模住居、障害児里親制度なども視野に入れつつ研究する

のが本事業の目的である。 

事 業 概 要 

本事業は地域支援センター、障害児施設、特別支援学校、児童養護施

設、児童の地域小規模住宅、障害児里親、障害者支援関係者など、事

業種別の枠を超えた幅広い分野の専門家、実践者、研究者による検討

委員会によって、以下の研究を進めた。 

①地域支援センターの実情と課題…何があれば地域の暮らしを維持

できるか ②障害児施設の実情と課題…なぜ児童が入所にいたるの

か、集団処遇は児童にどんな影響をあたえるか、地域に帰るために何

が必要か ③児童養護施設の地域小規模住居の実情 ④障害児里親

の可能性 

事業実施結果 

及び効果 

・研究の結果次のことが明らかになった。 

①地域支援センターは家族が最初に頼る拠点であり、事業所間のネッ

トワーク形成によりさらに機能を強化する必要がある。②障害児施設

は危機的状況に陥った児童や家族のセイフテフィーネットの役割を

果たしているが、集団処遇の域を脱していない。また家族や支援セン

ターからの隔絶が入所の長期化を招いている。③障害児の地域小規模

住居は養護施設の実践などを参考にその可能性を探るべきである。④

障害児里親は一定の支援があれば可能である。⑤各種事業は相互に連

携することにより効率的に機能することが出来る。その際地域支援セ

ンターは中核的な役割をになう。 

・研究過程で種別の異なる事業所間の人的組織的連携が強化された。

・本研究は報告書３０００部を作成し、関係者の啓発に役立てる。 

事 業 主 体 

障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 
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